
貸切バスに係る運賃規制
資料３

（一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金）
第九条 （略）

（略）

道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）

２～５ （略）
６ 国土交通大臣は、第三項若しくは第四項の運賃等又は前項の運賃若しくは料金が次の各号（第三項又は第四項の運賃等にあつては、
第二号又は第三号）のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は
運賃若しくは料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。
二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。特定の旅客に対し不当な差別的取扱 をするものであるとき。
三 他の一般旅客自動車運送事業者（一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。）との間に不当な競争を引き起こす
おそれがあるものであるとき。

（一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金）
第九条の二 一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者（以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。）は、旅客の運賃及び料金を定め、
あらかじめ 国土交通大臣に届け出なければならない これを変更しようとするときも同様とするあらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

２ 前条第六項の規定は、前項の運賃及び料金について準用する。この場合において、同条第六項中「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」
とあるのは、「当該一般貸切旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。

（一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の届出）
第十条の二 法第九条の二第一項の規定により、一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、
当該運賃及び料金 実施予定 十 前ま 次 掲げる事項を記載 た運賃及び料金設定（変更）届出書を提出するも とする

道路運送法施行規則（昭和二十六年運輸省令第七十五号）

当該運賃及び料金の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定（変更）届出書を提出するものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する営業区域
三 設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法（変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金（変更に係る部分に限る。）
を明示すること。）

四 実施予定日四 実施予定日
２ 次に掲げる場合には、前項中「当該運賃及び料金の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。
一 当該営業区域について他の一般貸切旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料金の設定又は変更

の届出をする場合
二 前号に掲げる場合のほか、地方運輸局長が必要がないと認めたとき。
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公示運賃制度

平成１２年２月１日以前 平成１２年２月１日～現在
○届出制

【届出運賃・料金が変更命令審査を要しない範囲】
①運賃料金の額が、平成１２年２月１日の前日に適用していた

認可運賃・料金を基準として

○認可制

【運賃料金の改定手続き】

①運賃ブ クごとに標準的経営を行 ている事業者 認可運賃・料金を基準として
・運賃・・・上限１５％、下限２５％
・料金・・・上限 ０％、下限１０％ の範囲内

②運賃・料金の適用方が標準適用方と合致

上記以外のものについては変更命令の必要性を審査

①運賃ブロックごとに標準的経営を行っている事業者
（標準能率事業者）の実績年度及び実績年度の翌
年度の適正利潤を含む加重平均収支率が１００％
を超えない場合に運賃改定手続き開始

上記以外のものについては変更命令の必要性を審査
・届出運賃・料金が範囲外の場合、原価計算書その他運賃・料金
の算出の基礎を求める。

・標準適用方と異なる場合、その理由の意見聴取及び関係書類の
提出を求める。

②標準能率事業者の中から規模別に原価計算対象
事業者を選定し、原価計算結果に基づく所要増収
率を運賃改定率とする。
これを現行の基準運賃に乗じて 新たな基準運賃を

【変更命令の発動基準】
・社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客の利益
を阻害するおそれがあるものであるとき。

→ 物価変動の情勢や他の公共交通機関の運賃水準等社会的
経済的情況を勘案 著 く高く 適切な運賃 料金 あると認

これを現行の基準運賃に乗じて、新たな基準運賃を
算定。

③事業者は基準運賃の上下１５％の範囲内で決定
経済的情況を勘案し著しく高く不適切な運賃・料金であると認
められるもの

・特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
→ 一見客や近距離輸送の利用客に不当に割高となるような運見客 近距離輸送 利用客 不 割高 な うな
賃の設定等特定の旅客に対して差別的な取扱いを行うもの

・他の一般旅客自動車運送事業者（一般旅客自動車運送事業
経営する者をいう。以下同じ。）との間に不当な競争を引き起こ
すおそれがあるものであるとき

変更命令の発動基準なし

すおそれがあるものであるとき。
→ 競合する他事業者を撤退させることを目的とした不当なダン
ピングを行うもの

2



現行貸切バス運賃・料金制度の概念図
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旅客自動車運送事業運輸規則（昭和３１年８月１日運輸省令第４４号）

貸切バス運賃料金の領収書・乗車券

（領収証）
第十条 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受したときは、運賃又は料金の計算基礎を記載した領収証を発行し

なければならない。ただし、乗車券を発行したときは、この限りでない。
２ （略）

旅客自動車運送事業運輸規則（昭和３１年８月１日運輸省令第４４号）

２ （略）

（運送の申込み）
第５条 当社に旅客の運送を申し込む者は 次の事項を記載した運送申込書を提出しなければなりません

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款（昭和６２年１月２３日運輸省告示第４９号）

第５条 当社に旅客の運送を申し込む者は、次の事項を記載した運送申込書を提出しなければなりません。
（１）申込者の氏名又は名称及び住所又は連絡先
（２）当社と運送契約を結ぶ者（以下「契約責任者」という。）の氏名又は名称及び住所又は連絡先
（３）旅客の団体の名称
（４）乗車申込人員
（５）乗車定員別又は車種別の車両数（５）乗車定員別又は車種別の車両数
（６）配車の日時及び場所
（７）旅行の日程（出発時刻、終着予定時刻、目的地、主たる経過地、宿泊又は待機を要する場合はその旨その他車両の運行に関

連するもの）
（８）運賃の支払方法
（９）第１２条に規定する運賃の割引の適用を受けるときは、その旨（ ）第 条 規定する運賃 割 適用を受ける 、そ 旨
（10）特約事項があるときは、その内容
２ ～ ３ （略）

（運送契約の成立）
第６条 当社は、前条第１項の運送申込書の提出があった場合において、当該運送を引き受けることとするときは、契約責任者に

対し、第１３条第１項の規定により、運賃及び料金の支払いを求めます。
２ 当社は、第１３条第１項の規定により、所定の運賃及び料金の２０％以上の支払いがあったときには、前条第１項各号に掲げ

る事項並びに運賃及び料金に関する事項を記載した当社所定の乗車券（以下「乗車券」という。）を発行し、これを契約責任者
に交付します。

３ ～ ４ （略）

（運賃及び料金の支払時期）
第13条 当社は、契約責任者に対し、第５条第１項の運送申込書を提出するときに所定の運賃及び料金の２０％以上を、配車の日

の前日までに所定の運賃及び料金の残額をそれぞれ支払うよう求めます。
２ （略） 4



「貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」抜粋

２ 収受運賃の実態把握の実施及び公示運賃の検証

【勧告要旨】【勧告要旨】

① 国土交通省は、観光庁と連携し、旅行業者による手数料の徴収状況を含め、届出運賃の
収受状況について実態把握を行うこと。また、運賃に係る原価の変動状況を踏まえ、公示
運賃の検証を行 その結果に基づき速やかに貸切バ の安全確保に必要な トを十分運賃の検証を行い、その結果に基づき速やかに貸切バスの安全確保に必要なコストを十分
に勘案した適正な公示運賃を設定すること。さらに、定期的に公示運賃を検証するための
仕組みを構築すること。

さらに、新たな公示運賃を設定した後においては、貸切バス事業者が道路運送法第９条さらに、新たな公示運賃を設定した後においては、貸切バス事業者が道路運送法第９条
の２第１項及び第30条第２項に違反した場合には、適正な収受について指導等を行うとと
もに、当該違反に旅行業者が関与している場合には、観光庁に通報し、旅行業者に対する
指導を求める仕組みを構築すること。

② 観光庁は、上記①により構築した旅行業者に対する指導を求める仕組みに基づき、旅行
業者が貸切バス事業者における道路運送法第９条の２第１項及び第30条第２項違反に関与
している場合には、旅行業者に対する指導を徹底すること。している場合には、旅行業者に対する指導を徹底すること。
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貸切バス事業者の運賃分布
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届出運賃に比した収受率

※総務省行政評価局「貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果報告書」より
※平成２０年５月の運送を中心に、１９年１２月から２０年１１月までに運行した７６事業者３６９運送契約についての届出運賃の収受率
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総務省の調査結果

(1) 90％以上の事業者が届出運賃を収受できず(契約書、発注書等の調査結果）

・ 実地調査した84事業者のうち76事業者（90.5％）

(76事業者の369運行契約中313契約（84.8％）で収受できず)

・ 当省のアンケートに回答した2,629事業者のうち2,417事業者（91.9％）

(2) 収受できない理由（収受できていないと回答した76事業者の意見）

・ 契約先の主導により、やむを得ず契約（45事業者）

・ 採算が確保できれば自ら安価な運賃で契約（20事業者)

(3) 収受できない影響・支障（同上の76事業者の意見）

・ 運転者等の人件費の抑制（31事業者）

・ 車両更新時期の延長（22事業者）

・ 車両整備費の抑制（８事業者）

(4) 大手旅行業者による低運賃の提示

届出運賃の50％程度の金額の運賃表を作成し、貸切バス事業者に契約を求めている例あり表

(5) 届出運賃の収受率が低いことによる支障

届出運賃を下回る契約が常態化し、貸切バス事業者の経営を圧迫。交替運転者の配置が必要な運行

であるが、交替運転者を配置していない例あり

(6) 地方運輸局は、収受状況の実態把握、監査を実施せず

・ 実態把握を行っていないもの ６地方運輸局等実態把握を行っていないもの ６地方運輸局等

・ 収受状況の監査を行っていないもの ７地方運輸局等
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